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１．平成 年学習指導要領改訂と特別活動

 

平成29年の学習指導要領改訂における基本方針のひとつとし

て、「育成を目指す資質・能力の明確化」があげられる。1998年

学習指導要領で「生きる力」が策定された。『分数ができない大

学生』（岡部ほか編1999）の出版や2003年のPISAショックな

どを経て教育政策が学力重視に振れながらも、21 世紀の社会で

生きていくために必要な力を提唱した「生きる力」論は、OECD

による「キー・コンピテンシー」など国際的な能力論を先取りし

たものとして評価されるふしもある（中央教育審議会2008）。そ

うした流れの延長線上で、「生きる力」をとらえなおし具体化す

るという意味で、平成29年の学習指導要領改訂では、教育課程

全体を通して育成を目指す資質・能力、つまり「何ができるよう

になるか」が提言されたのである。 

育成を目指す資質・能力は、次の3つの柱で示された。すなわ

ち「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・ 技

能」の習得）」、「理解していること・できることをどう使うか（未

知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」、

「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学び

を人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の

涵養）」、である。 

こうした改訂の基本方針のなかで、特別活動においても育成

すべき資質・能力に関する記述が、目標のなかで明確に記述され

た。と同時に、3つの柱による資質・能力とは別に、特別活動の

特質を踏まえ，これまでの目標を整理し指導する上で重要な視

点として「3つの視点」が示された。それが「人間関係形成」「社

会参画」「自己実現」である（文部科学省2017b）。つまり、平成

29 年の改訂では、教育課程全体を貫く育成を目指す資質・能力

の 3 つの柱と、特別活動の特質をふまえた 3 つの視点を掛け合

わせて特別活動の目標と内容を理解し、実際の指導に結実させ

ていくことが求められているといえるだろう。 

特別活動において育成を目指す資質・能力として、たとえば小

学校では、①「知識及び技能（何を知っているか、何ができるか）」

を「多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動する上

で必要となることについて理解し、行動の仕方を身に付けるよ

うにする。」と、②思考力・判断力・表現力（知っていること、

できることをどう使うか）」を「集団や自己の生活、人間関係の

課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図ったり、

意思決定したりすることができるようにする」と、③「学びに向

かう力、人間性等（どのように社会・世界と関わり、よりよい人

生を送るか）を「自主的、実践的な集団活動を通して身に付けた

ことを生かして、集団や社会における生活および人間関係をよ

りよく形成するとともに、自己の生き方についての考えを深め、

自己実現を図ろうとする態度を養う」と、それぞれ設定した。こ
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うした目標を実現するための特別活動の内容は、従来通り「学級

活動」「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」から構成される

こととなった。 

しかし、このうち「学級活動」の内容には大きな変更があった。

それは、学級活動（1）（2）の再編と学級活動（3）の新設である

（図表 1）。小学校および中学校の特別活動に関する改訂のポイ

ントとなる「教育内容の主な改善事項」のひとつとして、「子供

たちの発達の支援」の観点から学級経営や生徒指導、キャリア教

育の充実について、小学校段階から明記された。つまり、特別活

動の学級活動を中核的な時間として、キャリア教育を軸とした

カリキュラム上の学校間の接続が図られた。 

 

２．学級活動における学校間の接続：軸としてのキャリア教育

 

学校段階間の接続は、平成29年改訂における強調点のひとつ

であった。具体的には、『小学校学習指導要領』の総則に「4 学

校段階等間の接続」という項目が新設され、「中学校学習指導要

領及び高等学校学習指導要領を踏まえ，中学校教育及びその後

の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に，義務

教育学校，中学校連携型小学校及び中学校併設型小学校におい

ては，義務教育 9 年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程

を編成すること」と明記し学校段階等間の接続を図るよう強調

されている。また、『中学校学習指導要領』の総則にも「4 学校

段階間の接続」という項目が新設され、「(1)小学校学習指導要領

を踏まえ，小学校教育までの学習の成果が中学校教育に円滑に

接続され，義務教育段階の終わりまでに育成することを目指す

資質・能力を，生徒が確実に身に付けることができるよう工夫す

ること。特に，義務教育学校，小学校連携型中学校及び小学校併

設型中学校においては，義務教育 9 年間を見通した計画的かつ

継続的な教育課程を編成すること。(2)高等学校学習指導要領を

踏まえ，高等学校教育及びその後の教育との円滑な接続が可能

となるよう工夫すること。特に，中等教育学校，連携型中学校及

び併設型中学校においては，中等教育 6 年間を見通した計画的

かつ継続的な教育課程を編成すること」と明記された。 

このように、接続性を意識するカリキュラム改革において、児

童生徒の生活を学校段階間でつなげていくことのみならず、学

校生活から社会生活への接続にも目を向ける必要があろう。特

別活動を特徴づける多様な「集団活動」は、学校生活にとどまら

ず卒業後の社会生活に直接つながるものと想定されている。た

とえば、学校生活において最も身近で基礎的な所属集団である

学級は、卒業後の卒業生活の中心となる職場などにつながって

いくし、児童会活動での自発的・自治的活動な集団活動は、卒業

図表１ 学習指導要領改訂にともなう特別活動「学級活動」の内容再編

 

注）平成20年改訂および平成29年改訂の小学校学習指導要領より尾川作成 
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後の地域社会における自治的な活動に発展していく（文部科学

省2017、p.13）。このように、特別活動は学校生活のみならず卒

業後の未来の自分自身の生活に直接かかわっているため、特別

活動での学習経験は、集団や組織、社会とどうかかわっていくか、

何を大切にして日々の生活を組織していくかということに関す

る価値観を、将来にわたって形成していくのである。 

そうした価値観を形成しながら自分自身の生き方を考え、実

際に生きようとする過程を「自己実現」の過程ととらえてよいだ

ろう。中央教育審議会教育課程部会特別活動ワーキンググルー

プ（第 8 回 2016 年 6 月 22 日）の配付資料には、「特別活動

は、自分自身の現在及び未来と直接関わるものであること、集団

や他者との関わりを前提として自己を考えるということ、教科・

領域を通して唯一、特別活動だけが目標の中に自分のよさを生

かすという自己実現の観点を明示」してきたと記されている。 

自己実現という語は多義的に解釈可能であることに注意を払

う必要があるが、学校内外における自己実現の観点を特別活動

の特質として重視し、先述した接続性を向上させるとするなら

ば、その軸に「キャリア教育」が据えられるのは必然的であった。

キャリア教育の営みを端的に説明するとすれば、児童生徒一人

一人のキャリア発達の支援である。後に確認するように、キャリ

ア発達とは「社会の中で自分の役割を果たしながら，自分らしい

生き方を実現していく過程」である（中央教育審議会2011、p.17）。

このフレーズの前半部分、つまり社会における役割を果たして

いくということは、そのプロセスにおいて他者との協働をはじ

めとするよりよい人間関係を形成しながら、身の回りの集団や

組織、社会に参画していくことが前提となる。そうしたプロセス

を経験するなかで、上記フレーズの後半部分、すなわち自己実現

を図っていくことになるだろう。 

このように考えると、平成29年改訂で示された特別活動の3

つの視点「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」は、いずれも

キャリア教育のキーワードとしてとらえることが可能である。

これらの観点から特別活動を推進すること自体が、キャリア教

育の改善・充実に直接的に接続する。この意味で、特別活動がキ

ャリア教育を行う中核的な時間として位置付けられた。 

ここで注意しておきたいことがある。キャリア教育において

特別活動が重要な位置づけを得たことは、教科指導や他の教育

活動におけるキャリア教育の重要性が減じたわけではないとい

うことである。 

ここでは、キャリア教育の理念や、各種の概念の定義について

正しく理解することが必要である。特別活動はキャリア教育の

中核を担うとの記述を改訂にあたり明記するかどうかは、特別

活動ワーキンググループにおいてもひとつの論争点になってい

たことが「特別活動ワーキンググループにおける審議の取りま

とめ」から読み取れる。すなわち、「本ワーキンググループにお

ける検討の中では、特別活動の一部にキャリア教育との関わり

を位置付けることによって、かえってキャリア教育が矮小化し

て捉えられないように留意すべきであるという指摘もあった。

一方で、キャリア教育の中核は特別活動が担うと明示しなけれ

ば学校は変わらないという意見もあった」１）。この発言およびこ

の発言をめぐるワーキンググループ内の議論を十分に理解せず、

学級活動（3）の新設をもってただちに“キャリア教育は特別活

動の時間で実施するもの”と矮小な理解が浸透しないようにし

なければならない。 

 

３．キャリア教育の要点と「誤解」

 

１）キャリア教育の定義と要点

キャリア教育をめぐっては、この20年近く、政策的な「迷走」

と現場の「誤解」、それを解くための行政の「説明」で特徴づけ

られよう。藤田（2014）も同じような指摘をしているが、そうし

た動向を落ち着かせ学校現場での実践を充実させるには、キャ

リア教育の要点に関する共通理解を図っていく必要がある。 

キャリア教育の登場や定義の変遷についておおまかに整理す

れば、中央教育審議会による1999年の答申、いわゆる「接続答

申」ではじめてキャリア教育という言葉が政策文書に登場した。

その際には「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技

能を身に付けさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進

路を選択する能力・態度を育てる教育」と定義された（中央教育

審議会1999、p.39）。その後、キャリア教育の推進に関する総合

的調査研究協力者会議（2004、p.7）によって「端的には、『児童

生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教育』」と定義された時

期もあったが、現在のキャリア教育の方向性を決定づけた2011

年の中央教育審議会答申においては、「一人一人の社会的・職業

的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通

して、キャリア発達を促す教育」（中央教育審議会 2011、p.17）

と定義された。 

この定義および答申の重要性は、キャリア教育を構成する各

種の概念や能力観について明確化・精緻化した点にある。同答申

によれば、キャリアとは「人が、生涯の中で様々な役割を果たす

過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだして
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いく連なりや積み重ね」であり、「ある年齢に達すると自然に獲

得されるものではなく、子ども・若者の発達の段階や発達課題の

達成と深くかかわりながら段階的に発達する」ものである。また、

この定義のなかで促すよう規定された「キャリア発達」とは、先

述したように「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし

い生き方を実現していく過程」である。これらの記述が小学校、

中学校、高等学校の『キャリア教育の手引き』でも詳細に解説さ

れ、今日のキャリア教育の基盤を形成しているといえる。そこで

重要なキーワードとなっているのは、集団や社会のなかで個人

が果たす「役割」であり、キャリア発達の支援はそうした「役割」

の担い方の支援であるといえるだろう。 

加えて、キャリア発達を支援し促していくなかで、具体的に児

童生徒に身につけさせる能力として、同答申は「基礎的・汎用的

能力」という能力観を提示している２）。この能力観は4つの具体

的な下位概念、すなわち「人間関係形成・社会形成能力」「自己

理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能

力」から構成されるものであり、それぞれ独立した関係にあるの

ではなく相互に関連していると説明される。この能力観の登場

によって、“学校教育全体でキャリア教育の視点をふまえた指導

を”というとき、各教科や領域において「基礎的・汎用的能力」

をいかに育成しようとしているのかが問われるようになった。 

 

２）学校現場におけるキャリア教育の「誤解」

しかしながら、キャリア教育が言われてから約15年が経過し

た時点においても、実際の学校現場で上記要点が十分理解され

ていないことが嘆かれていた。たとえば児美川（2013）は、キャ

リア教育の問題として「キャリア教育の焦点が、職業や就労だけ

に当たってしまっている」「キャリア教育への取り組みが、学校

教育全体のものになっていない。（教育課程から見て、“外付け”

の実践になってしまっている）」と指摘している。小学校では職

業調べや職場見学が、中学校では職場体験が、普段の学習や生活

と断絶しイベント的に行われる、といったことである。教育行政

の立場からキャリア教育政策の推進に尽力した藤田（2014）も、

「キャリア教育は夢ばかり追わせるからダメだ」や「キャリア教

育は若年雇用対策の一環だ」から小学校や普通科高校で行う必

要性は低い、「キャリア教育は、結局、職場体験活動・就業体験

活動のことだ」という学校現場に典型的な「誤解」例を示し、キ

ャリア教育の「正しい理解と実践」を訴えていた。 

高等学校は、学科によってかなり違いが見られ、大学進学実績

を重視する普通科高校ではキャリア教育はほとんど実践されず、

逆に就職者の多い専門高校では従来的な就職指導や職業的な知

識・スキルの指導をキャリア教育ととらえて「本校では以前から

熱心に取り組んでいる」と語られることが少なくなかった。実際、

筆者が 2010 年代初頭にフィールドワークを行ったある工業高

校でも同様の言説を耳にした。 

このような実態に対し、キャリア教育を「役割」の観点から理

解する視点に立てば、キャリア教育がかなり矮小化されてとら

えられてきたと評価せねばなるまい。政策理念に示されたよう

な、学級や家庭や地域での生活経験やそのなかで担う役割に着

目することの重要性は、十分汲み取られてこなかったのである。

他方で、主権者教育であるとか労働者の権利教育であるとかが

声高に叫ばれるむきもあったが、役割概念をふまえれば、実のと

ころそれらはすべてキャリア教育と同じ枠組みで説明可能な、

各論的な教育論とさえいえるかもしれない。市民（政治的主体）

としての役割教育、労働者としての役割教育、消費者としての、

家族としての、児童生徒としての、余暇人としての、地域住民と

しての、役割について学ぶ活動だからである。それらの活動を方

向付ける指針と、評価の枠組みが、キャリア概念あるいはキャリ

ア発達概念といってよいだろう。 

では、児童生徒が役割を担うもっとも基礎的かつ公共的な集

団としての学級において、キャリア教育の推進をどのように構

想できるだろうか。以下では、学級活動・ホームルーム活動とキ

ャリア教育の関係性について考察する。 

 

４．学級活動・ホームルーム活動におけるキャリア教育の展望

 

１）学級活動・ホームルーム活動とキャリア教育

すでに藤田（2014）は、「担任だからこそできるキャリア教育

を」と題して小学校・中学校・高等学校の学級活動・ホームルー

ム活動におけるキャリア教育の進め方を論じている。とくに、進

路指導のなかった小学校における学級活動とキャリア教育の関

係や、学級活動におけるキャリア教育実践のあり方を細かく述

べている。藤田の議論は平成20年改訂の学習指導要領に沿って

いるが、注目したいのは、藤田のキャリア教育論が、平成29年

改訂前の学級活動（1）および（2）の内容を別々にとらえるので

はなく横断的・総合的にとらえることを可能にしてくれる点で

ある３）。「仮の整理」としているものの、たとえば「基礎的・汎

用的能力」のひとつである「人間関係形成・社会形成能力」の育

成には、学級活動（1）の「ア 学級や学校における生活上の諸

問題の解決」や「イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理」と、
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学級活動（2）の「ウ 望ましい人間関係の形成」の両方が密接

にかかわるという。この意味で、学級活動全体がキャリア教育を

すすめるうえで重要なのであり、平成29年改訂後も、決して学

級活動（3）のみがキャリア教育を実践する時間ではないことが

理解できる。学級活動全体を通じて、キャリア教育の視点をふま

えた指導を行い、基礎的・汎用的能力の観点から具体的に何がで

きるようになったのかを評価していく必要がある、ということ

である。 

では、キャリア教育で育てるべき基礎的・汎用的能力のうち、

特別活動で育成すべき資質・能力を児童生徒の具体的な行動に

見出そうとするとき、どのような視点が必要だろうか。本稿では

試論として、近年浮上してきた「適応と抵抗」の能力論に着目し、

検討したい４）。 

 

２）能力観としての適応と抵抗、育成環境としての承認と参加

〈適応〉と〈抵抗〉の能力論を提唱した本田（2009）は、もと

もとキャリア教育を「『教職の職業的意義』にとっての障害」と

みなし、否定するかたちで〈適応〉と〈抵抗〉の能力論を提示し

た。その意味で、キャリア教育の推進にこれらの能力観を位置づ

けることに問題がないわけではない。しかし、本田によるキャリ

ア教育批判も、やや「誤解」含みであることは藤田（2014）から

理解できる５）。このあたりの複雑な立場のあり様は別稿にて詳細

に検討する必要があるが、ひとまず本稿では、キャリア教育の視

点から特別活動で育てるべき資質・能力を本田（2009）の議論

から次のように具体的に考えていくことが可能だと考えている。 

本田（2009、pp.182-4）によれば、「〈適応〉と〈抵抗〉は、ロ

ーマ字で書けばTEKIOUとTEIKOUであり、IとKの場所が

入れ替わっただけであるが、個人と環境との関係性に関するベ

クトルとしては、正反対の方向を意味している。すなわち、〈適

応〉は、自分を変えて環境に合わせてゆく方向であるのに対して、

〈抵抗〉は、自分が正しいと考える状態へと環境を変えてゆく方

向である。」そのうえで、「現実世界にある程度の〈適応〉を示し、

地に足の着いた生活者として役割を果たしながら、その場所か

ら、不当な環境に対しては〈抵抗〉してゆくという振舞いこそが、

その個人にとっても、社会にとっても、もっとも有効なあり方

だ」。 

たとえば適応の力のための教育は、職場や地域社会への適応

に必要な資質・能力の育成として、言語活動の充実や生徒指導の

充実を通じて実践することができる。また抵抗の力のための教

育は、社会の形成者すなわち「市民」として、民主主義社会の担

い手として必要な資質・能力の育成として、自発的・自治的な活

動を行う特別活動や道徳教育、シティズンシップ教育などを通

じて実践することができるだろう。 

それでは、こうした能力育成を可能にするための条件とはい

ったいどのようなものだろうか。つまり、適応と抵抗の力を育て

るために必要な学校や学級の環境づくりや条件整備は、どのよ

うな視点から行われる必要があるだろうか。 

ここで参考になるのが居神編（2015）の議論である。居神編

（2015）の主題は学級のあり方に直接言及するものではないが、

個人と集団・社会との関係性をふまえて適応・抵抗の能力育成を

構想する点で、本稿の問題関心に援用可能である。彼によれば、

若者が社会や職場へ適応するための前提として、社会や職場か

らの承認が必要という。さらに、抵抗していくための前提として、

社会や職場における参加の意思が必要であるとする。つまり、周

囲から承認されてはじめて環境に適応しようとする意欲が醸成

させるのであり、環境に対する参加の感覚や意識を育むことが

できてはじめて、環境に対して抵抗する意欲が醸成されるので

ある６）。 

このようなアイデアを学級活動やその基盤になりうる学級経

営に持ち込むことは有益だろう。というのも、承認と参加を前提

とした適応と抵抗の能力獲得は、今回の学習指導要領改訂で示

された特別活動の3つの視点、すなわち「人間関係形成」「社会

参画」「自己実現」ときわめて親和的だと考えられるからである。 

 

５．学級活動での能力形成、学級経営での条件整備

 

学級での条件整備と能力形成のイメージを図示すると、次頁

の図表 2 のようになるだろう。これにより、学級経営に関する

ひとつの方針を示しうる。特別活動の 3 つの視点のひとつであ

る「社会参画」は、集団や社会への〈適応〉と〈抵抗〉を通じて

健全に実現されると考えることができる。発達段階を考慮する

ならば、低学年は〈適応〉を中心に、学年段階・学校段階の上昇

にあわせて〈抵抗〉の学習機会をとりいれたい。このように〈適

応〉と〈抵抗〉の能力を獲得しながら個人的な生活と集団的な生

活の両方を向上させるプロセスには「人間関係形成」の営みが必

須であり、そのプロセスの延長線上に「自己実現」を構想するこ

とができる。こうした考え方の実践的有効性は、今後検証され鍛

えられる必要があるが、いかなる発達段階であっても、この2種

類の能力観および 2 種類の関係性を意識しておくことは有益だ

ろう。 
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こうした考え方を、白松（2014、2017）による学級経営論、

すなわち学校・学級づくりの3領域の考え方（以下、「3領域論」）

と対応させて学級経営論として発展、精緻化させることも有意

義であると考えられる。「3 領域論」における「計画的領域」と

りわけ「クラスの『心地よさ』を大事にする」指導や、問題解決

や学級文化の創造をうながす「偶発的領域」の学級経営の考え方

に、承認と参加、適応と抵抗の指導方法とを対応させることが可

能だろう。図表 2 がどちらかというと児童生徒個人の能力獲得

の条件整備に焦点を当てた場合の学級経営イメージであるとす

れば、「3 領域論」は学校や学級という集団・組織そのものの向

上に焦点を当てた学級経営イメージであるといえるかもしれな

い。「必然的領域」を含めた「3領域論」を援用すれば、図表2の

条件整備を行う割合と、能力育成を行う割合は、時間の経過とと

もに後者のウェイトが大きくなることが望ましい。 

あるいは、「3 領域論」が単年度での学級経営ないし集団の向

上・成熟に焦点を当てているのに対して、本稿が提起するキャリ

ア教育の視点からの学級経営イメージはむしろ、学年間・学校段

階間の接続性を強調して精緻化させることもできるだろう。 

そうした接続性への着目から、本稿冒頭で述べたように、平成

29年改訂により小学校に学級活動（3）が新設され小学校・中学

校・高等学校で一貫したキャリア教育を行うことが明記され、ま

たそのために「キャリア教育に関する学習活動の過程・成果に関

する情報を集積した学習ポートフォリオを作成し、積極的に活

用していくこと」が提言されている（中央教育審議会2011、p.35）。

「キャリア・ポートフォリオ」「キャリア・パスポート」などの

名称で具体的な教材開発が進んでいる。キャリア教育における

ポートフォリオの活用は、「学校生活を通して獲得した経験や情

報を時間的・空間的につなぎ、将来を展望していく」のに有効で

あろう（京免2017a、p.13）。またキャリア教育の視点からの児

童生徒の「評価」のためにも、重要な資料となりうる。 

しかし、「紙媒体のポートフォリオは、蓄積する情報量の限界、

音声や動画への未対応、長期間にわたる管理の難しさ、相互交流

のタイムラグなど、様々な制約を抱えている」（京免2017a、p.13）。

また、すでに国内でもポートフォリオ導入事例が見受けられる

ものの、単なるワークシート作業に陥り、教師に決められた内容

を文章記述するだけのものも少なくない（京免2017b）。こうし

た問題に対して、近年ではさまざまなデジタルデータを容易に

保存・管理可能なWEB上の「eポートフォリオ」の可能性が検

討されている。写真、動画、子どもの制作物などを記録したデジ

タルデータは、児童生徒個人の感情や経験など質的な部分を蓄

積するのに有効であると同時に、「学級経営のエビデンス（教育

学的根拠）」（白松2017、p.34）としても活用可能だろう。 

 

６．おわりに

 

本稿では、キャリア教育の考え方から学級経営を構想し、特別

活動とりわけ学級活動との関連性を理念的に検討してきた。本

稿の議論は次のように整理されよう。 

第1に、平成29年の学習指導要領改訂においてキャリア教育

の中核的な時間となった特別活動は、学校段階間の、また学校生

活から社会生活・職業生活への接続性を射程に入れた資質・能力

育成のための重要な役割を担うことを整理した。加えて、改訂作

業中の中央教育審議会における議論やキャリア教育の要点の確

認を通じて、そうした接続性の軸としてキャリア教育の考え方

が位置づけられる必然性を確認した。 

第2に、学級活動・ホームルーム活動を事例として、〈適応〉

と〈抵抗〉の観点からキャリア教育の考え方と特別活動の関係性

を整理した。特別活動とキャリア教育との密接な関連性はすで

 

図表２ 〈適応〉と〈抵抗〉の能力を育む学級経営のイメージ

注）本田（2009）、居神編（2015）を参考に尾川作成 
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に学習指導要領や学習指導要領解説、その他の関連著作で指摘

されているが、そうした関係性に関する理念的な記述を具体的

な能力観としてどう概念化するかという議論には、不明瞭さが

残されている。しかし、このことはひるがえせば、具体的にどの

ような行動を目指すかということは画一的で標準的なものがあ

るのではなく、多様な可能性にひらかれているということでも

ある。本稿はそうした視点からの試論として、学級活動・ホーム

ルーム活動で育みたい資質・能力の具体化を試みた。 

第 3 に、キャリア教育の考え方と学級活動を軸とする学級経

営論との架橋が教育実践に提起する論点を示すことができた。

すなわち、キャリア教育の能力観は、学級経営論におけるそれと

親和的であること、また評価方法についてもポートフォリオの

活用に幅を想定できるという点で、共有しうる部分が多いこと

が明らかになった。とくに、社会生活の中で必要な〈適応〉と〈抵

抗〉の能力を形成していくために必要な〈承認〉と〈参加〉を可

能にする学級経営、そしてそれらを基盤とする「偶発的領域」で

の活動経験の蓄積・可視化ツールとしてのポートフォリオの個

人的・集団的な活用可能性を指摘した。 

以上が本稿で整理されたわけであるが、これらの議論は理念

的な検討にとどまっており、実際の教育実践のなかでどのよう

に展開できるかは今後の検証を待たなければならない。また、本

稿の論点と議論の内容は、児童生徒個人の自己実現に向けて自

己指導能力を育む生徒指導や、道徳性の発達を促す道徳教育・

「特別の教科 道徳」とも強い関連をもつと考えられる。したが

って、今回の学習指導要領改訂で強調されながらも、本稿で言及

できなかった「カリキュラム・マネジメント」の視点から、いか

にキャリア教育を軸としながら特別活動と教科や他の活動を有

機的に関連づけていけるかも重要な課題である。この視点は、特

別活動内部の内容整理の深化、つまり学級活動（1）（2）（3）を

どのような関連性のもとで理解し実践していくかという、理念

的・実践的な問いに応えることを可能にしてくれる。今後検討し

ていく必要がある。 

 

注

 

１）文部科学省ホームページ「特別活動ワーキンググループにお

ける審議の取りまとめ」の記述（p.17）を参照のこと。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/06

6/sonota/1377088.htm （20170928アクセス） 

２）「基礎的・汎用的能力」の概念は、2002年に国立教育政策研

究所が発表した「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠

組み（例）―職業的（進路）発達にかかわる諸能力の育成の

視点から」、いわゆる「4 領域 8 能力」の考え方を引き継ぐ

かたちで提唱された。その経緯について、たとえば文部科学

省（2011a、pp.13-6）を参照。 

３）ただし、キャリア教育にかかわる授業内容は学級活動（3）

で実施すべきとの立場も見受けられ、学級活動とキャリア教

育の関係性をどう考えるかは専門家の間でも複数の見解が

あることに注意したい。その意味でも、本稿のように具体的

な関係性に関する構想や試論が豊かに提案され、多様な実践

の可能性をひらく理念的・理論的な研究と実践の蓄積が求め

られる。 

４）尾川（2017）では、こうした能力観による最近の教育論を

「権利論的キャリア教育論」として整理し、その意義と課題

を考察している。 

５）本田（2009）によるキャリア教育批判は、生徒や若者の職業

観・勤労観ばかりにアプローチし、具体的な自己実現の方法

や機会を与えるものになっていないため、キャリア教育の理

念と実践は「自己実現アノミー」（苅谷2008）を促進するに

過ぎない、という点に集約されよう。当時はたしかに的を射

ていた側面があったが、中央教育審議会（2011）以降、こう

した批判の仕方はなりを潜めたように思われる。 

５）居神編（2015）のいう「承認」と「参加」は、生徒指導の積

極的な意義に示されるような考え方（文部科学省 2010）と

もきわめて親和性の高い概念であるといえる。すなわち、「生

徒指導の 3 機能」として考えれば、「承認」や「参加」は自

己存在感や共感的な人間関係の育成と重なる考え方である。

さらに、集団や社会に〈適応〉するか〈抵抗〉するかは、自

己決定の場となることから、図表2のイメージ全体を、生徒

指導の機能と結びつけて理解することも十分可能である。 
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